
※調査報告書

　※不正の事実が

通報 　　一部でも認定さ

　　れた場合、中間 ※不正行為があった場合

　　報告書を提出

通知・報告等

　※告発の受付から

　　 ２１０日以内に

※悪意に基づく場合、処分の対象 　   調査結果報告書

　   を提出

　　　通知・報告等

　　　　※調査対象者及び関与した者が処分の対象

【大学に対するペナルティ】

・研究費の返還等

・管理条件の付与、間接経費の削減等

【個人に対するペナルティ】

・研究費の返還等

・競争的資金への申請制限

　措置

　認定

沖縄県立看護大学の研究活動の不正行為に対する調査・報告等の流れ

設置・調査指示　

　　報　告

不服申立

  報　 　告

通報申立書の受付

・メールによる受付

・電話による受付

・ＦＡＸ、面会による受付

・匿名による受付

・インターネット等による発覚

通報窓口（事務局総務課）

最高管理責任者

（学長）
（構成員）

学部長、学生部長、図書館長、事務局長、その他必要と認めた教員

及び第三者

●予備調査を実施、３０日以内に結果報告

●本調査実施の決定後、３０日以内に調査開始、１５０日以内に結果

報告

●不服申立により再調査となった場合、再調査開始、５０日以内に結

果報告

統括管理責任者（学部長）

コンプライアンス推進責任者

（事務局長）

研究不正問題調査会

（構成員）

学長、学部長、学生部長、図書館長、事務局長、その他必要と認めた教

員及び第三者

●当該事案に対する事実確認

●研究費不正使用に係わる行為者の懲戒及び勧告

研究不正問題審議会

関係機関等

通報者

調査対象者

公表


